
企 画 総 務 委 員 会 
令和５年１１月１３日 

 

１ 報告事項 

【地域振興部】 

（１）産業コミュニティ形成支援事業の参加者公募について       【資料】 

（２）出張所の管轄区域に関する規定について             【資料】 

（３）国指定史跡常盤橋門跡保存活用計画案に対するパブリックコメント 【資料】 

   の結果概要について 

【政策経営部】 

（１）千代田区手数料に関する規定整備について            【資料】 

（２）（仮称）四番町公共施設新築工事の設計変更について        【資料】 

（３）（仮称）四番町公共施設新築工事について             【資料】 

（４）区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事の設計変更について     【資料】 

（５）区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事について          【資料】 

（６）区立お茶の水小学校・幼稚園改築電気設備工事について      【資料】 

（７）区立お茶の水小学校・幼稚園改築空調設備工事について      【資料】 

（８）区立お茶の水小学校・幼稚園改築給排水衛生設備工事について   【資料】 

（９）千代田区債権管理条例の制定について              【資料】 

（10）財産の取得について                       【資料】 

（11）職員の休暇、給与等制度における東京都パートナーシップ宣誓制度 【資料】 

への対応について 

（12）新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する 【資料】 

法律について 

 

 

２ その他 



 

 

 

地 域 振 興 部 資 料 １ 

令和５年１１月１３日 

 

 

 

産業コミュニティ形成支援事業の参加者公募について 

 

１. 産業コミュニティ形成支援事業について 

  区内のスタートアップ、中小企業を始めとする事業者、大学生などを募り、互い

に交流できる場の仕掛けづくりや関連する情報提供を区として実施する。 

これによって地域のさまざまなステークホルダーの協働による化学反応や成長を促

し、更なる地域の活力向上とにぎわいの創出を目指す。 

 

２．産業コミュニティの参加要件 

(1) 千代田区内スタートアップ（概ね創業から 10年以内で、先進的な技術やアイデアに 

よって革新的なサービスの提供や社会課題の解決に挑戦する事業者のこと） 

(2) 千代田区内で１年以内に創業またはスタートアップの立ち上げを検討している 

個人または団体 

(3) 千代田区内事業者 

(4) 千代田区内教育機関及び学生 

(5) 投資家及び金融機関 

(6) 千代田区内スタートアップとオープンイノベーションを検討している千代田区外事業者 

(7) その他運営事務局が認める者 

 

３．スケジュール 

 1) 11/14 産業コミュニティ HP を公開し参加者の公募開始 

     名称 「千代田カルチャー×テック」 

     ロゴ 

 

 

 

 2) 12/12 産業コミュニティキックオフカンファレンス開催 

（日時 12月 12日（火） 15 時 00 分～ 

場所 ワテラスコモンホール） 



 

 

出張所の管轄区域に関する規定について 

 

 

 １ 出張所の管轄区域について 

各出張所はその担当している町会及び連合町会と連携しながら、区民に最も近い

区役所施設として、地域福祉増進のために業務に邁進しており、その管轄区域は千

代田区役所出張所設置条例（昭和 25年条例第５号）で定めている。 

 

２ 規定整備の理由 

富士見出張所管轄区域に所在していた気象庁（大手町一丁目３番４号）が千代田

区外へ移転したため、気象庁の記載を削除するとともに、各出張所における管轄区

域と所管町会の区域に相違が生じている地域について、実態と合わせた整合を図る

ため、各出張所の管轄区域を改正する必要がある。 

 

 ３ 内容 

    以下の区域について各出張所の管轄区域を改め、町会の区域と整合を図る。 

  （１）大手町一丁目３番４号気象庁及び４番 

     旧気象庁を含む一部エリアを富士見出張所から麹町出張所の管轄と改める。 

  （２）九段南二丁目１番４号から３５号まで 

     千鳥ヶ淵沿いの旧三番町エリアを麹町出張所から富士見出張所の管轄と改める。 

  （３）神田駿河台一丁目・二丁目・四丁目５番地 

     明大通りを境としていた神保町出張所と万世橋出張所の境界をお茶の水仲通り

へ改める。 

 

 ４ 施行予定日 

公布の日 

 

地 域 振 興 部 資 料 ２ 

令 和 ５ 年 1 1 月 1 3 日 
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0駿河台東部町会
旧:袋町・南北甲賀町・東紅梅町・鈴木町

@淡路町一丁目町会
旧:神田淡路町一丁目

@淡路町二丁目町会
旧:神田淡路町二丁目

0須田町一丁目南部町会
旧:通新石町(とおりしんこくちょう)

@須田町中部町会
旧:連雀町・佐柄木町

@須田町北部町会
旧:連雀町

●外神田一丁目万世橋町会
旧:神田花田町・神田仲町一丁目、二丁目

神田花岡町・神田花房町

@神田旅籠(はたご)町会
旧:神田旅篭町

@神田金澤町会
旧:金澤町

四神臺(じんだい)会
旧:神田明神下御皇所町

田神田同朋町化うぽうちょう)会
旧:同朋町

●宮本町会
旧:神田宮元町

●神田末廣(すえひろ)町会
旧:末廣(すえひろ)町

四神田五軒町々会
旧:五軒町

●神田松住町会
旧:神田松住町

四神田田代町会
旧:神田田代町

●神田松富町会
旧:神田松富町

四神田栄町会
旧:神田栄町

四神田元佐久問町会
旧:神田元佐久間町

⑳神田亀住町会
旧:神田亀住町

四神田山本町会

明治二年に、神田八軒町・神田六軒町・柳原大門町・上野町代地の替地が播磨安志藩小笠原氏の上屋敷跡地に与え

られ、末永く生活できる場であってほしいとの願いを込めて神田亀住町と名付けられ、新しく町を設立した。

平成元年に閉鎖されるまで東京都の青果市場として賑わい、閉鎖された後区画整理により現在の街並みとなった。

当町会は平成十九年に設立し翌二十年に連合町会に加入した。区域内には、高層マンションの東京タイムズタワー

と新築された神田消防署がある。
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駿河台の由来は、遠く駿河国の富士山を遠望できたこと、元和二年(1616年)家康が駿府で没すると、家康付を解

かれた幕臣が屋敷を賜ったこと、二代将軍徳川秀忠の次男徳川忠長(通称駿河大納言)の屋敷があったためなど諸

説がある。

冒

.^

ノ
一

聖橋の南詰から神田川沿いを神田淡路町二丁目にくだる坂は、対岸の昌平坂と併称して相生坂の名があり、大坂と

も呼ばれた。また鈴木淡路守の屋敷があったので淡路坂とも呼ぶようになった。明治五年昌平橋内の備後福山藩阿

部邸・豊後府内藩松平邸跡地にできた町で、町名は淡路坂にちなむ。

.豊潤稲荷神社

ニ^^'」、ー;

.甲武鉄道万世橋駅跡
(現マーチ・エキュート)

●出世稲荷神社

.延寿稲荷神社

●秋葉原神社分社
U R秋葉原駅長室内)

明暦三年(1657年)の新添江戸図に

「新石町(しんこくちょう)」とある。

公役町で里俗に馬鞍横町と称した。

神田市場発祥の地

、^宝^^=ー.=ニ^ーニ生^ー,^^そ↓'二よ二.ニ'"一ι二ー'里^見 J^」^ー

歴史

●講武稲荷神社

^"一冒':^.こ

^■^^

^

尋写^^1^里冨

秋葉権現(神社)の境内に花畑があったことから花房町の名が付いたらしい。

※司馬遼太郎「街道をゆく」の記述から。

町名は昌平橋外河岸通りに町屋があった当時、板橋・川口両宿に向かう街道筋にあたり、宿屋が多く集まっていた

ことによる。天和二年(1682年)火事で類焼し、翌年御用地となったため加賀金沢藩中屋敷跡地に替地を与えられた。

元湯島一丁目(現文京区)のうちにあった町屋が天和三年(1683年)火事により類焼し、翌四年御用地となったた

め加賀金澤藩中屋敷跡地内に代地を与えられた。

明暦三年までは旧蓮宗妙祐山幸龍寺と曹洞宗泰平山万隆寺領だったが、大火後、寺は浅草田圃に移転。その跡が臺所・

賄方組屋敷・武家地となった。寛文十二年町方支配となる。明治二年西側の御賄手代屋敷を合併し、神田臺所町と

改称した。

正保年中は万徳治・高岩時・雲仙寺などがあったが、明暦三年の大火後は引地となり、同四年同朋衆に与えられ、

山口栄立・竹内裕二など御坊主方の拝領地となった。寛文十二年町屋が許可され、御同朋町(おどぅぼうちょう)

と称し、町方支配となる。

明治二年神田明神門前町に、神田明神表門前・同裏門前・神田明神西町が合併し、同五年神田明神地、書籍館(現

文京区湯島一丁目:江戸時代の昌平坂学問所)敷地を編入して成立した。

明治二年火災による町屋代地フケ所が合併して成立。明治五年武家地11ケ所(一説には18ケ所)が統合し現在に至る。

明治元年の上野戦争により町が被害を受けたため平和に繁栄するようにと、末廣(すえひろ)と云うめでたい町名

をつけた。

播磨林田藩建部氏・安房勝山藩酒井氏・信濃上田藩松平氏・下野黒羽藩大関氏・上総久留里藩黒田氏の5屋敷があり、

これが、由来となり、明治五年に神田五軒町と称した。

明治五年、それまでの湯島横丁を縁起を担ぎ松住町と改称した。昭和八年に昌平河岸を編入した。

●芳林(ほうりん)塾蹄也
(旧:芳神」学校・幼稚園)
(現:昌平ノ」学校・辧隹園)
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慶長年間に町割が行われる以前は須田村と称す。「寛永江戸図」には「す

た丁」とある。町名は洲にひらかれた田の意と言われ、一帯を呼ぶ地域

呼称でもある。当地は日本橋から本郷へ抜ける中山道(現中央通)と、

神田橋から上野広小路方面に通じる道が交差し、さらに柳原通・昌平橋・

淡路坂などの八方面に通じる交通の要衝であった。
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●神田明神
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●末廣神社跡
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●アーツ千代田3331
(旧練成中学校)

^^

^

た窒^

,

●花房稲荷神社 須田町二丁目代地・小柳町三丁目代地・松下町一丁目代地・花房町代地・用達商人染物屋伊佐衛門拝借地・樽屋三

右衛門拝領屋敷を合併して成立した。町名は江戸期に一帯を神田代地と総称していたことにちなみ、田・代をとっ

てつけられた。

神田松下町二丁目北側代地・同三丁目北側代地・永富町三丁目代地を合併して成立した。町名は合併町名の松下町

と富永町の一字をとった。当地は古くは幕臣五人の居宅であったが、元禄十一年から享保七年まで岩城伊代守の屋

敷があった。

明治二年から四年に、神田竹町・神田松永町・神田平河町一丁目代地の替地を合併して成立した。古くはと徒士組

大繩地で、元禄十年から明治二年まで播磨安志藩中屋敷だった。町名は住民が町の繁栄を祈願してつけられたと言

われています。

明治二年に、神田佐久問町一丁目・神田柳屋敷を播磨安志藩小笠原氏の上屋敷跡地に移し、神田佐久間町と区別す

るため「元」を付け、新しく神田元佐久間町と称した。

●亀住稲荷神社

●ダイビル
●UDXビル
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No 意見提出者の区分 意見内容 区の考え方

1
区内に住所を有する
方

国指定史跡である常盤橋の保存活用計画を千代田
区が積極的に担う事に賛成です。
第1に、見学施設拠点の整備が挙げられます。現状、
点で存在していた文化財が拠点整備により、面でと
らえることが可能になり、東京駅から常磐橋・常盤
橋、日銀、三越本店までを結んだ重要文化財エリア
が構成できます。拠点が核となり面を構成することに
より、面積と量を確保し、江戸期の桝形石垣、明治期
の常磐橋、日銀本館、大正期の東京駅、昭和期(戦
前)の三越本店と時代を追うこともできます。この魅
力的なエリアの企業や団体は、所在地の価値向上や
集客力アップに寄与する協力や援助に積極的に参画
していただけると思います。
また、拠点に職員などが常駐することにより、維持管
理の体制も確保できると考えます。また、史跡の隣接
する拠点に発掘品の保存保管(展示)できると、千代
田区の調査・研究が円滑に行えることに加え、区外の
研究者や研究機関との連携が強固なものとなり、新
たな発見や史跡の認定などの成果に結びつくと考え
ます。

　本計画への賛同のご意見
として受け止めさせていただ
きます。
　周辺の企業や団体との交
流をしながら、周辺の文化
財・文化施設とのネットワー
ク化を進めていきます。
　また、職員の常駐化は難し
いと思いますが、史跡を保存
するための維持管理や調査
研究を踏まえた話題・コンテ
ンツ作りなど、ご意見を踏ま
えて検討してまいります。

国指定史跡常盤橋門跡保存活用計画案に対するパブリックコメントの結果概要

２　パブリックコメントについて
　（１）募集期間 … 令和５年９月５日（火）から９月 19 日（火）まで
　（２）募集方法 … 直接持参、郵送、ファクス、電子メール、区 HP 送信フォーム
　（３）周知方法 … 広報千代田９月５号掲載、区ホームページ等（LINE、Facebook、X（旧：Twitter））、
　　　　　　　　　　文化振興課、各図書館、区役所２階区政情報コーナー、各出張所
　（４）提出者数 … １名
　（５）意見数（延べ件数） … ３件
　（６）意見の概要と区の考え方 … 下表参照

１　概要
　国指定史跡常盤橋門跡の適切な保存と活用を図り、次世代への継承をすることを目的に、国指定史跡常盤
橋門跡保存活用計画を策定するにあたり、パブリックコメントを実施した。
　当該パブリックコメントにより、寄せられた区民等からの意見は以下のとおりである。

地域振興部資料３

令和５年１１月１３日



No 意見提出者の区分 意見内容 区の考え方

2
区内に住所を有する
方

第2は、首都高速の撤去による景観の大幅改善で
す。日銀側から常磐橋を展望する際に、左右に控え
る常磐橋・常盤橋のワイドな眺望は、来場される皆さ
んを虜にすることでしょう。残存する石垣に高麗門を
復元するのも1案かと思います。江戸城天守台のよう
に、石垣の上にから高麗門の高さを体験できる階段
の設置なども、首都高速の撤去の際に生きてくるも
のと思います。また、日光が射すようになる日本橋川
は、数多くの観光船が行き交う注目のスポットになる
ことは、想像に難くありません。幸い、常磐橋には防
災用ではありますが船着場が設置されており、その
活用には多くの広がりを感じられます。

　常磐橋・常盤橋の眺望につ
いては、ご意見を踏まえなが
ら、検討してまいります。
　高麗門の復元は現実には
難しいものと考えますが、Ａ
ＲやＶＲなどのデジタル技術
を活用しつつ、見る方に体験
してもらえることを検討して
まいります。
　防災船着き場については、
ご意見を踏まえながら検討
を進めていきます。

3
区内に住所を有する
方

この計画は、国指定の史跡に対して、国、都、区の行
政レベル第3位の千代田区が、その壁をぶち壊して
維持管理に声を上げた点に、最大限の賛辞を贈ると
ともに支持・協力を惜しみません。
常磐橋は、架橋当時いち早く歩車分離の思想を取り
入れ、歩行者帯と馬車道が分離されています。このプ
ロジェクトの完成披露の時には、神田祭の神幸祭の
行列のような催しをぜひ見たいと思います。

　本計画への賛同のご意見
として受け止めさせていただ
きます。



 

 

千代田区手数料に関する規定整備について 

 

 

１ 経緯 

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業

法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 52号）の施行により旅館業法（昭和

23年法律第 138号）が改正された。 

これにより、事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等

を行うことなく、営業者の地位を承継することが可能となったことから、承継の

承認申請にかかる手数料を設定するものである。 

 

２ 改正内容 

  旅館業法の事業譲渡の項目追加により、申請にかかる手数料を設定する。 

 

３ 施行予定日 

   一部改正法の施行の日又は、この条例の公布の日のいずれか遅い日 

政策経営部資料１ 

令和５年 11月 13日 



 

 

（仮称）四番町公共施設新築工事の設計変更について 

 

１．工事概要等 

 

・工 事 場 所 千代田区四番町１，11 

・敷 地 面 積 3,292.09㎡ 

・延 べ 面 積 11,929.45㎡ 

・構造・規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（免震構造） 地上 12階地下１階 

・用 途 四番町保育園、四番町児童館、四番町図書館 

区営住宅、職員住宅、区民集会室、防災備蓄倉庫 

・工 事 工 期 令和２年３月 13日～令和８年８月 14日限り 

・建築工事請負者、契約金額 

 大成・本間組建設共同企業体 7,656,311,533円 

 ・第１回契約変更 令和２年８月５日 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策による麹町仮住宅の

工期延伸による５か月の工期延伸 

 ・第２回契約変更 令和３年 12月 10日 

 ・入居者の退去時期の延伸及びアスベスト除去追加工事に係る 16.5か

月の工期延伸 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策 

 

２．変更項目・内容等 

 

① インフレスライドの対応 ……………………………………………… 800,305,000円 

・賃金等の変動に対する工事請負契約書第 24条第６項の運用 

② 施工方法等の変更 …………………………………………………………56,122,000円 

・地下解体工法の変更 

・アスベスト処理 

・杭、山留工法の変更 

・施工地盤面の変更 

③ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策…………………………2,715,879円 

 

３．予定変更金額 

 

8,515,454,412円 (859,142,879円増 11.2％) 

 

政策経営部資料２ 

令和５年 11月 13日 



１ 経過

年 30年度 31･元年度 令和2年度 令和3・4年度 令和5年度 令和6年度 令和7 令和8年度

月 3月  3月 8月 9月 12月 10月 10月 3月 年度 8月

当

初

第1回
変更

10/31

第2回
3/31

変更

第3回
変更 8/14

２ 契約日

３　契約の相手方

大成・本間組建設共同企業体

４ 契約見込金額 当  初　

第１回 　（令和２年８月５日専決報告）

増減額

第２回　　　　　　 　（令和３年４定変更議決）

増減額

第３回 　（令和５年４定議案予定）

増減額

５　変更内容

６ 契約期間

当　初 契約締結日の翌日～令和６年10月31日

第１回 契約締結日の翌日～令和７年３月31日

第２回 契約締結日の翌日～令和８年８月14日

第３回 工期変更なし

１１.２%増

８,５１５,４５４,４１２円

８５９,１４２,８７９円

(3)感染拡大防止対策による増額

(2)施工方法等の変更による増額

(1)スライド条項適用による増額

（仮称）四番町公共施設新築工事について

１.５%増

１５.０%増

１００,２２１,０００円

７,６５６,３１１,５３３円

１,０００,０９０,５３３円

令和２年３月12日

東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

代表者　大成建設株式会社　東京支店
　　　　常務執行役員支店長　中村　有孝

６,５５６,０００,０００円

６,６５６,２２１,０００円
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区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事の設計変更について 

 

１．工事概要 

・工事場所  千代田区神田猿楽町１－１－１ 

・敷地面積  ４，８６４．４６㎡ 

・延べ床面積 １３，７９８．３２㎡ 

・構造・規模 鉄筋コンクリート造（免震構造） 地上６階地下２階 

・工事件名  【建 築】区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事 

 【電 気】区立お茶の水小学校・幼稚園改築電気設備工事 

 【空 調】区立お茶の水小学校・幼稚園改築空調設備工事 

 【給排水】区立お茶の水小学校・幼稚園改築給排水衛生設備工事 

 【昇降機】区立お茶の水小学校・幼稚園改築昇降機設備工事 

・工 事 工 期 令和２年６月２７日～令和５年１２月１５日限り 

・請負者、契約金額 

 【建 築】戸田・不動・ムカイ建設共同企業体 ７，４５１，７８５，０００円 

 【電 気】八洲・尼崎建設共同企業体 ７６８，１８５，０００円 

 【空 調】日管・三辰建設共同企業体 ７６５，１０５，０００円 

 【給排水】五建・東洋建設共同企業体 ７９６，１０３，０００円 

 【昇降機】（株）日立ビルシステム ９２，４００，０００円 

 合 計 ９，８７３，５７８，０００円 

２．変更項目・内容等 

 【建 築】 

① 外構工事地中障害解体撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・（２，１３３，０００円） 

・敷地内最終マス３か所設置箇所、屋外器具庫設置箇所 

② 地中障害解体撤去に伴う工期延長・・・・・・・・・・・・・・（５，６３３，０００円） 

 【電 気】、【空 調】、【給排水】、【昇降機】 

① 建築工事の地中障害解体撤去に伴う工期延長 

 

３．予定変更金額 

【建 築】 ７，４５９，５５１，０００円 (７，７６６，０００円増 ０．１％) 

【電 気】 ７６９，８６８，０００円 (１，６８３，０００円増 ０．２％) 

【空 調】 ７６６，６５６，０００円 (１，５５１，０００円増 ０．２％) 

【給排水】 ７９７，４５６，０００円 (１，３５３，０００円増 ０．２％) 

【昇降機】 ９２，４００，０００円 （０円 ０％） 

合 計 ９，８８５，９３１，０００円 (１２，３５３，０００円増 ０．１％) 

 

４．予定変更工期 

 履行期限：令和６年１月３１日（水） 
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区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事の設計変更について



1.  経過 　　

年 31･元年度 令和2年度 　令和3年度 令和4年度 　令和5年度

月 6月 12月 12月 5月 12月

当 5/31

初

第1回

9/29

変更

第2回

12/15

変更

第3回
変更

第4回
変更 1/31

2.  契約日

3.  契約の相手方

戸田・不動・ムカイ建設共同企業体

4.  契約見込金額 円 （令和２年２定議決）

第１回 円

増減額 円

第２回 円 （令和４年４定専決報告）

増減額 円

第３回 円 （令和５年３定変更議決）

増減額 円

第４回 円 （令和５年４定専決報告予定）

増減額 円

5.  契約期間

当　初 　契約締結日の翌日～令和５年５月31日

第１回 　契約締結日の翌日～令和５年９月29日
第２回 　契約締結日の翌日～令和５年12月15日

第３回 　工期変更なし

第４回   契約締結日の翌日～令和６年１月31日

当  初 6,461,294,400

6,847,159,000

区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事について

令和２年６月26日

東京都中央区八丁堀二丁目８番５号

代表者　東京都中央区八丁堀二丁目８番５号
　　　　戸田建設株式会社　代表取締役社長　大谷　清介

（令和３年４定変更議決）

385,864,600 ６.０%増

6,898,804,000

7,451,785,000

552,981,000 ８.０%増

51,645,000 ０.８%増

7,459,551,000

7,766,000 ０.１%増

6.  変更内容

地中障害撤去による増額

契
約
変
更
議
案

契
約
議
案

当
初
予
算

着

工

専
決
報
告

契
約
変
更
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案

竣
工
予
定

専
決
報
告
予
定
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1.  経過

年

月 6月 12月 12月 5月 12月

当

初  5/31

第1回
9/29

変更

第2回

12/15

変更

第3回
変更

第4回
変更

1/31

2.  契約日

3.  契約の相手方

八洲・尼崎建設共同企業体

4.  契約見込金額 円

第１回 円 (令和３年第２回臨時会専決報告）

増減額 円

第２回 円 (令和４年４定専決報告）

増減額 円

第３回 円 （令和５年３定変更議決）

増減額 円

第４回 円 (令和５年４定専決報告予定）

増減額 円

5.  契約期間

当　初 契約締結日の翌日～令和５年５月31日
第１回 契約締結日の翌日～令和５年９月29日
第２回 契約締結日の翌日～令和５年12月15日
第３回 工期変更なし
第４回 契約締結日の翌日～令和６年１月31日

２.１%増

０.９%増

14,839,000

719,917,000

6,259,000

768,185,000

48,268,000 ６.７%増

6.  変更内容

建築工事の地中障害撤去に伴う工期延長による増額

区立お茶の水小学校・幼稚園改築電気設備工事について

令和5年度

713,658,000

東京都千代田区神田佐久間河岸84号地サンユウビル

令和２年６月26日

1,683,000 ０.２%増

31･元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

代表者　株式会社八洲電業社　東京支店
　　　　執行役員　東京支店長　　岩瀬　壮一

当  初 698,819,000

769,868,000
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1.  経過

年

月 6月 12月 12月 5月 12月

当

初  5/31

第1回 9/29

変更

第2回

12/15

変更

第3回
変更

第4回
変更

1/31

2.  契約日

3.  契約の相手方

日管・三辰建設共同企業体

4.  契約見込金額 円

第１回 円 (令和３年第２回臨時会専決報告）

増減額 円

第２回 円 (令和４年４定専決報告）

増減額 円

第３回 円 （令和５年３定変更議決）

増減額 円

第４回 円 (令和５年４定専決報告予定）

増減額 円

5.  契約期間

当　初 契約締結日の翌日～令和５年５月31日

第１回 契約締結日の翌日～令和５年９月29日

第２回 契約締結日の翌日～令和５年12月15日

第３回 工期変更なし

第４回 契約締結日の翌日～令和６年１月31日

２.０%増

区立お茶の水小学校・幼稚園改築空調設備工事について

令和5年度

684,541,000

700,634,000

766,656,000

714,747,000

14,113,000

765,105,000

50,358,000 ７.０%増

31･元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

代表者　日管株式会社　東京支店
　　　　支店長　中野　孝洋

16,093,000 ２.４%増

令和２年６月26日

東京都千代田区飯田橋四丁目２番１号
　

当  初

6.  変更内容

建築工事の地中障害撤去に伴う工期延長による増額

1,551,000 ０.２%増
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1.  経過

年

月 6月 12月 12月 5月 12月

当

初  5/31

第1回 9/29

変更

第2回
12/15

変更

第3回
変更

第4回
変更

1/31

2.  契約日

3.  契約の相手方

五建・東洋建設共同企業体

4.  契約見込金額 円

第１回 円 (令和３年第２回臨時会専決報告）

増減額 円

第２回 円 (令和４年４定専決報告）

増減額 円

第３回 円 （令和５年３定変更議決）

増減額 円

第４回 円 (令和５年４定専決報告予定）

増減額 円

5.  契約期間

当　初 契約締結日の翌日～令和５年５月31日

第１回 契約締結日の翌日～令和５年９月29日

第２回 契約締結日の翌日～令和５年12月15日

第３回 工期変更なし

第４回 契約締結日の翌日～令和６年１月31日

令和２年６月26日

東京都千代田区内神田一丁目１６番３号

代表者　五建工業株式会社　東京支店
　　　　取締役支店長　　宇賀　亘

当  初

１.４%増

668,800,000

688,787,000
３.０%増

6.  変更内容

19,987,000

698,104,000

9,317,000

796,103,000

97,999,000 １４.０%増

建築工事の地中障害撤去に伴う工期延長による増額

797,456,000

1,353,000 ０.２%増

区立お茶の水小学校・幼稚園改築給排水衛生設備工事について

31･元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
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千代田区債権管理条例の制定について 

 

１ 背景 

  債権管理の適正化を図るため、次の取組を進めることを目的として条例を制定する。 

（１）手続の明確化・統一化 

地方自治法その他の法令で規定されていない台帳の整備等の債権管理の手続につい

て、条例により補足し、債権管理事務の統一性を図る。 

（２）債権放棄 

債権は、法令に基づき適切に徴収することが大原則である。一方、債務者が著しい生

活困窮状態にある場合や破産している場合等、区がこれ以上徴収努力を行っても徴収

困難な債権について、効率的な管理を行う観点から、条例に基づき放棄を行えるように

する。 

     

２ 条例の概要 

（１）対象債権 

   全債権を対象とする。ただし、徴収停止及び放棄に関する規定は、非強制徴収公債権

及び私債権を対象とする。 

（２）主な規定内容 

  ① 区長の責務 

法令等の定めに従い、債権を適正に管理することを区長の義務として明確にする。 

  ② 台帳の整備 

必要な事項を記載した台帳を整備し、各債権を適正に管理する。【別添資料】 

  ③ 徴収停止 

区長は、地方自治法施行令の規定によるほか、債務者が著しく生活困窮状態で回復

困難な場合も徴収停止の手続をとることができる。 

  ④ 放棄 

徴収努力を続けてもなお回収困難な債権については放棄ができる規定を設ける。

回収可能な債権に注力することで、債権管理事務の効率化を図る。 

（３）施行予定日 

   公布の日から施行する。ただし、台帳の整備に関する規定は、令和６年４月１日から

施行する。 

政策経営部資料９－１ 
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台帳の整備に関する今後の方向性等について 

 

１ 当時の課題 

平成 30年 12月 12日付け「議案第 46号 平成 29年度千代田区各会計歳入歳出決算の

認定について」に対する附帯決議を受けた際、生業資金貸付金を所管している生活支援課

では債務者の情報等を記録した台帳を整備していたものの、各会計年度末における債務

者の一人ひとりの未返済額（債権額）を確認しておらず、前年度末現在額に決算年度の増

減額を足し引きして算出してきたため、真正な債権の残高を把握できていなかった。 

＜課題１＞ 債務者一人ひとりの債権額を把握できていなかった。 

＜課題２＞ 債権に関する台帳への記録が徹底されていなかった。 

＜課題３＞ 債権に関する台帳の運用ルールが整備されていなかった。 

 

２ 現状 

  生活支援課では、現在も附帯決議を受けた際の台帳を使用している。当時の課題を踏ま

え、年度末に一人ひとりの未返済額を計算し、台帳に記載するとともに、債務者の未返済

額の一覧表を作成している。また、債務者全員の未返済額を足し上げ、財務会計上の収入

未済額と一致しているかどうかの確認を行っている。 

  その他の債権所管課についても、令和４年７月策定した債権管理マニュアルに則り、各

自債権に関する台帳を整備し、適宜記録のうえ、適切に債権を管理している。 

  ※各債権所管課（債権種別ごと）の債権に関する台帳の管理項目は別紙参照。 

   

３ 今後の方向性について 

債権に関する台帳の整備を区長の責務として条例に明記し、台帳に関する事務を債権

所管課長に担わせることを規則に明記することにより、台帳に関する事務の責任の所在

を明確にする。また、台帳に最低限記載すべき事項を規則に明記し、統一的に債権が管理

されるよう規定を整備していく。 

  

台帳に記載する事項（案） 

（１）債権の名称 

（２）債務者の氏名及び住所 

（３）債権の額 

（４）債権の発生年月日及び原因 

（５）債権の履行期限 

（６）催告、折衝等の経緯 

（７）その他区の債権の管理上必要と認められる事項 
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台帳管理項目の例 

債権種別 管理形態 

管理項目 

債務者に 

関する情報 
債権・事務処理に関する情報 

氏
名
及
び
住
所 

生
年
月
日 

債
権
の
名
称 

債
権
の
額 

債
権
の
発
生
年
月
日 

及
び
原
因 

債
権
の
履
行
期
限 

催
告
、
折
衝
の
経
緯 

収
納
額 

未
納
額 

収
入
日 

納
付
方
法 

連
帯
保
証
人 

公債権 

（保険料） 

総合住民 

サービス 

システム 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 

公債権 

（返還金） 

Excel 

ファイル 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 

公債権 

（使用料） 

総合住民 

サービス 

システム 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 

私債権 

（貸付金） 

Excel 

ファイル 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

私債権 

（使用料） 

総合住民 

サービス 

システム 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

「○」…記載、「‐」…記載対象外 

別紙 



 

財産の取得について 

 

１ 旧区立外神田住宅区分所有部分の取得 

  旧区立外神田住宅は、老朽化が著しく耐震性に問題があることから早期解

体に着手するため、区分所有者等の権利を区が取得する。 

 

２ これまでの経緯 

  ○令和元年 12月：第４回定例会 

補正予算（令和元年度第２号補正）で取得経費の予算計上 

（1,121,700千円） 

議決後、権利者との仮契約締結に着手 

  ○令和２年２月：第１回定例会 

仮契約締結済の 11者分について財産取得の議案提出 

（区分所有者 18者のうち 11者分の財産取得について） 

議決後、順次本契約を締結し権利を取得 

  ○令和２年９月：第３回定例会 

仮契約締結済の３者分について財産取得の議案提出 

（区分所有者 18者のうち３者分の財産取得について） 

議決後、順次本契約を締結し権利を取得 

  ○令和４年 11月：第４回定例会 

仮契約締結済の１者分について財産取得の議案提出 

（区分所有者 18者のうち 1者分の財産取得について） 

議決後、本契約を締結し権利を取得 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  残りの区分所有者３者のうち、その後に仮契約を締結した１者分の財産取

得について、今後、議案を提出予定。 

（取得予定財産：42.21㎡・51,966千円） 

 残り２者の区分所有者についても、引き続き仮契約締結に向けた取得交渉を

進めていく。 
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職員の休暇、給与等制度における東京都パートナーシップ 

宣誓制度への対応について 

 

１ 趣旨 

 東京都パートナーシップ宣誓制度又はこれに類する制度により証明を受け

た職員のパートナーを配偶者と同様に位置づけ、職員の婚姻を要件とする休

暇、給与等制度の適用対象とする。 

【東京都パートナーシップ宣誓制度とは】 

 性的マイノリティ ※１である人が暮らしやすい環境づくりを目的として、パー

トナーシップ関係 ※２を宣誓した二者に対し、東京都が届出の受理・証明を行う

制度 

※１ 性的マイノリティ 性自認が出生時に判定された性と一致しない者又は

性的指向が異性に限らない者 

※２ パートナーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであ

り、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活にお

いて継続的に協力し合うことを約した二者間の関係 

 

２ 対象となる休暇、給与等制度（下線付 の事項は条例の改正を伴うもの） 

（１）休暇等制度 

深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限 、早出遅出勤務 、育児時間、子

の看護休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、慶弔休暇（結婚、忌引）、ボラ

ンティア休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間、育児休業、育児短

時間勤務 

（２）給与制度 

扶養手当、住居手当、単身赴任手当、退職手当、旅費 

 

３ 一部改正が必要な条例 

（１）職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

（２）職員の育児休業等に関する条例 

（３）職員の給与に関する条例 

（４）職員の退職手当に関する条例 

（５）職員の旅費に関する条例 

 

４ 施行予定期日 

令和６年４月１日 
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新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律について 

 

 

 

１ 改正の趣旨 

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及びまん延の初期段階か

ら迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備することを目的とする。 

 

 

２ 主な改正内容 

（１）国等から派遣された職員に対して支給する「新型インフルエンザ等緊急事態派遣 

手当」の名称を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

（２）条文の整理に伴い「職員の身分取扱い」の規定内容が第 44条から第 26条の８へ 

変更 

 

 

３ 一部改正が必要な条例 

職員の給与に関する条例 

 

 

４ 施行予定期日 

公布の日から 
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